
福岡県私立高等学校専攻科修学支援金交付取扱要領 

 

 この要領は、福岡県私立高等学校専攻科修学支援金交付要綱（令和２年４月１日２私第５２号。以下「要

綱」という。）第１４条の規定に基づき、福岡県私立高等学校専攻科修学支援金（以下「支援金」という。）

の取扱いに関し必要な事項を定める。 

 

１ 支援金の概要について 

（１）支援金の支給方法 

   支援金の支給は、要綱第３条により、学校設置者による代理受領により行う。 

   具体的には、学校設置者が、在学する生徒に代わって支援金を県から受領し、学校設置者がその生

徒に対して有する授業料債権の弁済に充てることにより代理受領を行うことになる。 

 

（２）対象となる学校 

要綱第２条の「高等学校専攻科」とは、福岡県内に設置されている私立の高等学校の専攻科の学科

のうち、以下の①又は②の要件を満たすものとする。 

① 大学への編入学基準を満たす課程を有するもの 

    なお、ここでいう「大学」とは、短期大学を含むこととし、ここでいう「編入学基準を満たす過

程」とは、平成２８年文部科学省告示第６３号又は第６４号に定める基準を満たすものとする。 

② 国家資格者養成課程を有するもの 

    なお、ここでいう「国家資格」とは、資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資

格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないことと

されているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格

を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。 

 

（３）対象となる者 

支援金の対象となる者は、（２）の高等学校専攻科に在学し、以下の①～⑤の全ての要件を満たす者

（以下「受給資格者」という。）とする。 

① 日本国内に住所を有する者 

② 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科（以下、「高等学校等専攻科」とい

う。）を修了していない者 

③ 高等学校等専攻科に在学した期間が通算して２４月（特別支援学校は３６月。ただし、高等学校

等専攻科の定める修業年限がこれに満たないもの及び特別支援学校専攻科のうち３６月を超える

修業年限を定めているものであって、当該高等学校等を所管する都道府県が必要と認めるものにつ

いては、当該修業年限。）を超えない者 

  在学期間は、その初日において高等学校等専攻科に在学していた月を１月として計算することと

し、次に掲げる期間は通算しないものとする。 

    ・日本国内に住所を有していなかった期間（その初日において日本国内に住所を有していなかっ

た月を１月として計算し、支援金の支給を受けることのできた月を除く。） 

    ・高等学校等専攻科を休学していた期間（令和２年４月１日以前に高等学校等専攻科を休学して

いた期間を含む。） 



④ 生計維持者の収入状況に照らして経済的負担を軽減する必要があると認められる者として、以下

の算式により算出された額（以下「算定基準額」という。）（生計維持者が２名の場合は、それぞれ

の算定基準額について１００円未満の端数の切捨てまで計算した後、当該額を合算した額。）が以下

の区分に該当する者又は、市町村民税に係る生計維持者の扶養する子※１の数が３人以上であり、か

つ生計維持者に扶養されている者（以下「多子世帯」という。） 

  ※１ 「扶養する子」は、市町村民税における生計維持者の扶養親族である者のうち、 生計維持

者と続柄が子の者又は扶養している生計維持者よりも年長ではなく、かつ生計維持者との関

係が尊属及び配偶者でもないもののいずれかの要件を満たす者とする。 

    また、市町村民税の扶養親族に反映されない生計維持者に新たに生まれた子等も扶養する子

に含める。 

【算式】市町村民税の所得割の課税所得額※２（課税標準額）×６％－市町村民税の調整控除の額※３ 

※２ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成二十二年政令第百十二号）第一条第二項第一号に規定する

所得金額等の合計額とする。 

※３ 政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に３／４を乗じた額となる。 

    区分１ 生計維持者の算定基準額が１００円未満である者 

    区分２ 生計維持者の算定基準額が５１，３００円未満である者（区分１に該当する者を除く。） 

※４ 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第二百九十五条第一項各号に掲げる者又は同

法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することがで

きない者については、算定基準額は０円とする。 

※５ 令和４年７月支給分以降は、支援金の支給を受けようとする生徒本人が早生まれであり、特

定扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも１年遅くなる場合（生計維持者が当該早生まれ

の生徒を自己の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族とする場合に限る。）

は、当該早生まれの生徒の判定に用いる課税所得額（課税標準額）から１２万円（特定扶養控

除と扶養控除の差に相当する額）を減じることとする。この場合の算式は以下のとおり。 

 【算式】（市町村民税の所得割の課税所得額（課税標準額）－１２万円※６）×６％－市町村民税

の調整控除の額※７ 
       ※６ 令和５年７月分～令和６年６月分の判定においては、平成１６年１月２日～４月１日生まれの者、令和６年７

月分～令和７年６月分の判定においては、平成１７年１月２日～４月１日生まれの者が該当 

          ※７ 政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に ３/４ を乗じた額となる。 

ここでいう生計維持者とは、生徒に父母がいる場合は当該父母とし、生徒に父母がいない場合

又は生徒が次に掲げる者である場合は当該生徒（当該生徒が主として他の者の収入により生計を

維持している場合にあっては、当該他の者）とする。なお、独立行政法人日本学生支援機構が実

施する奨学金制度における生計維持者と同様の取り扱いとする。 

ア 満十八歳となる日の前日において児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条

第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されていた者又は同号の規

定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所していた者 

イ 満十八歳となる日の前日において児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第

六条の三第八項に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者に委託されていた者又は同号

の規定により入所措置が採られて同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは

同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所していた者 

ウ 満十八歳となる日の前日において児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援

助事業を行う者に委託されていた者 



エ イ又はウに掲げる者に準ずるものとして適切と認められる者 

 

【令和３年度以前入学者に係る経過措置について】 

  令和３年度以前に当該高等学校専攻科に入学した生徒については、「生計維持者」とあるの

は、「令和４年４月１日改正前の規定による保護者等」と読み替えるものとする。 

 例１）令和３年度以前に当該高等学校専攻科に入学した時点で、未成年の生徒 

    令和４年４月１日時点で全員が成年年齢となり父母の親権に服さなくなるため、令和４

年４月１日の前後において判定における取扱いが変更とならないよう、引き続き、「令和

４年４月１日改正前の規定による保護者等」（生徒に父母がいるが、改正前に親権者であ

った者が１名である場合、当該親権者であった者１名）の算定基準額により判定すること

とする。 

 例２）令和３年度以前に当該高等学校専攻科に入学した時点で、成年の生徒 

    引き続き、本人または主たる生計維持者（１名）の算定基準額により判定することとす

る。 

  

⑤ 以下のいずれかに該当する学科に通う者 

  ア 大学への編入学基準を満たす過程 

  イ 国家資格者養成課程 

 

なお、①～⑤に該当する者が次のア～ウのいずれかに該当するときは、補助の対象としない。ただし、

災害、疾病その他のやむを得ない事由があると知事が判断した場合は、この限りではない。また、年度

の途中でア～ウのいずれかに該当することとなった場合、アについては処分を受けた日の属する月の翌

月から、イ及びウについては翌年度の４月から補助の対象としないこととする。 

学校設置者は、支援金の支給を受けようとする生徒が次のア～ウに該当しないことの確認を行い、個

人対象要件証明書（様式４（１）から（３））を知事に提出する。 

ア 退学・停学（三か月以上のものに限る。）の処分を受けた者 

  ただし、停学処分を受けた者であって、三か月未満の期間で復学した者については、処分を受けた

日の属する月の翌月から、処分が解かれた日の属する月までの支給をしないこととする（処分を受け

た日と処分が解かれた日の属する月が同月の場合は、処分を受けた日の属する月の翌月の支給をしな

いこととする。）。なお、この場合において、支給期間の進行は停止しない。 

イ 一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の５割以下の者 

ウ 一の年度における出席率が５割以下の者 

 

（４）支給期間 

補助金の算定対象となる支援金の支給期間は、最大で２４月とする。 

ただし、高等学校専攻科の定める修業年限がこれに満たないものについては、当該修業年限とする。 

なお、生徒が転学等をする場合は、以下の計算式に基づき、転学元での支給期間を勘案した上で、

転学先での残りの支給期間を計算することとする。 

＜転学先での残りの支給期間＞ 

 転学先の修業年限（月数）－ 転学元の在学期間相当※８ 



 ※８ 転学元での在学月数×転学先の修業年限／転学元の修業年限（端数切捨て） 

 

（５）支援金の額 

① 支援金の額及び補助対象上限額 

補助金の算定対象となる支援金の額は、支給対象高等学校専攻科の授業料の月額に相当する額（区

分２に該当する者については、授業料の月額に相当する額の１／２の額。以下同じ。）とする。 

ただし、授業料の月額に相当する額が以下の表の補助対象上限額を超える場合にあっては、専攻科

支援金の額は補助対象上限額とする。 

補助対象上限額は以下の表のとおりとする。 

＜支援金の補助対象上限額＞ 

区分１ 区分２ 多子世帯 

３５，６００円 １７，８００円 ３５，６００円 

（注）高等学校専攻科通信制課程は区分１又は多子世帯が１２，１００ 円、区分２が６，０５０ 円 

 

なお、高等学校等就学支援金制度においては、１単位あたりの授業料を設定している場合は、別途

１単位あたりの支給限度額を設けているが、本制度においては、定額授業料の場合の補助対象上限額

と同じ額とし、通算の支給上限単位数及び年間の支給上限単位数は設定しない。 

② 授業料債権への充当 

補助金の算定対象となる支援金の額は、授業料の月額に相当する額（当該額が補助対象上限額を

超える場合にあっては、補助対象上限額）、つまり、学校設置者が有する受給権者の授業料に係る債

権（以下「授業料債権」という。）の額となる。したがって、授業料減免等により、授業料の一部又

は全部が免除されている場合は、授業料債権そのものが減額又は消滅しているため、授業料減免後

の授業料債権の額が支援金の額となる。 

 

（６）所得に応じた支給 

支援金は、（５）①のとおり所得に応じた補助対象上限額を設けているが、所得確認の基準は、世帯

構成を考慮した基準である算定基準額の合算額により判断する。 

 

 

 

 

 

２ 支援金の支給手続 

（１）受給資格認定の申請 

受給資格者である生徒が支援金の支給を受けようとする場合には、受給資格認定申請書（様式１）

に以下の書類を添付して、在学する学校設置者を通じて知事に提出し、その認定を受ける必要がある。 

① 所得確認（区分１、区分２であることの確認）の添付書類  

課税所得額（課税標準額）や市町村民税の調整 控除額等を証明する書類（以下「所得確認書等」

という。） 

 

区分 算定基準額の合算額 世帯年収の目安（参考） 

区分１ １００円未満 ２７０万円未満程度 

区分２ １００円以上５１，３００円未満 ２７０～３８０万円未満程度 

多子世帯 上記に関わらず所得制限なし 



②  扶養確認（多子世帯であることの確認）の添付書類 

市町村民税における扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等及び扶養親族申告書（様式

２８） 

 

学校設置者は、生徒から提出された認定申請書等に認定申請者一覧（様式２）、個人対象要件証明書

（様式４（１）又は（２））を添えて知事に提出する。 

なお、４月受給資格認定申請の際は、併せて全ての受給権者の個人対象要件証明書（様式４（１）

又は（２））を添えて知事に提出する。 

知事は、受給資格を審査し、受給資格の認定又は不認定を決定し、学校設置者を通じて生徒に通知

（認定通知は様式５、不認定通知は様式６）するとともに、支給決定（予定）額も通知（様式２４）

する。 

   学校設置者は、知事から生徒への受給資格認定（不認定）通知及び支給決定（予定）通知を受領し

た場合、当該通知を生徒に配付する。 

 

（２）収入等状況の届出 

  ① 所得確認（区分１、区分２であることの確認） 

受給権者である生徒は、毎年度、知事が別に通知する日までに、所得確認書等を添付した収入等

状況届出書（様式１）を、学校設置者に提出する。 

    受給権者である生徒（支給停止されている者を除く。）は、生計維持者について変更があったと

きも、収入等状況届出書等を、学校設置者を通じて、速やかに知事に提出する。 

  ②  扶養確認（多子世帯であることの確認） 

毎年度、知事が別に通知する日までに、扶養親族申告書（様式２８）を添付した収入等状況届出

書（様式１）を、学校設置者に提出する。 

 

学校設置者は、生徒から提出された収入等状況届出書等に収入等状況届出者一覧（様式３）を添え

て知事に提出する。 

   知事は、支給の可否及び支給額を判定し、継続支給することに決定した生徒については、学校設置

者を通じて、支給決定（予定）通知又は変更支給決定（予定）通知（様式２５）、所得制限額以上とな

った生徒については、受給資格消滅通知（様式８）を通知する。 

   なお、生徒が収入等状況届出をしないときは、支援金の支払を一時差し止め、学校設置者を通じて

支払差止を通知（様式１１）する。 

    支払の一時差止期間中に、生計維持者の変更があった場合も、生徒は学校設置者を通じて、収入等

状況届出書等を速やかに知事に提出する。（離婚などにより、所得制限基準を満たすことになる場合

は、一度差し止めとなっていても、変更後の生計維持者の課税証明書等を添付した収入等状況届出書

を提出した月の翌月分から支給が再開される。） 

    支払の一時差止期間は７月～翌年６月を基本とし、毎年度、知事が別に通知する日を超過して収入

等状況届出書等の提出があった場合に、提出があった翌月分から支給することとする。ただし、提出

しなかったことにやむを得ない理由があった場合には遡って支給する。 

    なお、一時差し止めを受けている者が、翌年７月に収入等状況届出書等の提出を行わなかった場合

は、さらに１年間を基本とし、支払を一時差し止める。 



学校設置者は、知事から生徒への支給決定（予定）通知、変更支給決定（予定）通知、受給資格消

滅通知又は支払差止通知を受領した場合、当該通知を生徒に配付する。 

 

（３）支援金の支給停止、再開 

 受給権者の生徒（一時差止中の者を含む。）が休学し、支給停止を希望する場合、支給停止申出書（様

式１３）を学校設置者に提出する。 

学校設置者は、生徒から提出された支給停止申出書に支給停止申出者一覧（様式１４）を添えて知

事に提出する。 

知事は、支給停止を決定し、生徒に学校設置者を通じて通知（様式１５）する。 

なお、生徒が支援金の支給停止を申し出れば、当該申出の日の属する月の翌月（支給停止の申し出

があった日が月の初日である場合には、当該月）から、復学して支給再開を申し出た日の属する月（支

給再開の申し出があった日が月の初日である場合には、当該月の前月）まで支援金の支給は停止され、

当該休学期間は１（４）の支給期間に算入されない。 

学校設置者は、知事から生徒への支給停止通知を受領した場合、当該通知を生徒に配付する。 

支給停止中の生徒が復学し、支給再開を希望する場合、支給再開申出書（様式１７）に収入等状況

届出書を添えて、学校設置者に提出する。ただし、既に当該年度の課税証明書等を提出している場合

には、支給再開申出書のみ提出すればよい。 

学校設置者は、生徒から提出された支給再開申出書に支給再開申出者一覧（様式１８）、個人対象要

件証明書（様式４（１）又は（２））を添えて知事に提出する。 

知事は、支給の可否及び支給額について判定したうえで支給再開を決定し、当該申出をした生徒に

学校設置者を通じて支給再開通知（様式１９）（所得要件を満たし支給を再開する場合）又は受給資格

消滅通知（所得制限に係る要件に該当することにより支給しない場合）を発出する。 

学校設置者は、知事から生徒への支給再開通知又は受給資格消滅通知を受領した場合、当該通知を

生徒に配付する。 

 

（４）授業料額及び授業料減免額の変更 

    学校設置者は、受給権者である生徒の授業料額または授業料減免額に変更があった場合は、授業

料減免に係る授業料額変更届出（様式２３）を作成し、知事に提出する。 

 

（５）支援金の受給資格消滅通知 

     学校設置者は、退学及び転学又は１（３）ア～ウのいずれかに該当となった等により、受給権者

である生徒の受給権が消滅した場合には、受給資格消滅者一覧（様式１０）を作成し、（１（３）ア

～ウに該当する場合は個人対象要件証明書を添えて）知事に提出する。 

     知事は、学校設置者から提出された受給資格消滅者一覧に基づき、生徒の受給資格の消滅を確定

し、学校設置者を通じて生徒に通知（様式７又は様式９）する。 

     学校設置者は、知事から生徒の受給資格消滅通知を受領した場合、生徒に配付する。（生徒が死亡

したことによる受給資格消滅の場合は、必ずしも、生徒・生計維持者へ通知を送付する必要はない。） 

     なお、生徒が収入等状況届出書等を提出した結果、所得制限に該当した場合においては、学校設

置者より受給資格消滅者一覧を作成・提出する必要はないが、知事から（所得制限に係る）受給資

格消滅通知を受け取ったときは、他の場合と同様に、生徒に配付する。 



（６）家計急変支援制度について 

  家計急変事由により生計維持者の収入が減少し、家計急変事由発生後の収入状況から算出した推計年

収が約３８０万円未満相当となった場合も対象とする。詳細については別紙を参照すること。 

 

３ その他 

この要領に定めるもののほか、支援金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に知事が定めるものと

する。 

 

附則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この要領は、令和３年１月１日から施行する。 

 

   附則 

  この要領は、令和３年７月１日から施行する。 

 

   附則 

  この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附則 

  この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この要領は、令和７年５月１９日から施行し、令和7年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

家計急変支援制度の取扱いについて 

 

１ 趣旨 

家計急変により生計維持者の収入が減少した世帯に対して、専攻科支援金（以下「通常の専攻科支援

金」という。）の支給額に反映されるまでの間、支援金の支給を行う。 

 

２ 補助対象 

以下の（１）、（２）を満たす者に対して支援を行う。 

（１）対象となる家計急変事由 

家計急変支援の対象となる具体的な事由として、主なものは、以下のとおり。 

①負傷・疾病による療養のため勤務できないこと（その後90 日以上就労困難） 

②自己の責めに帰することのできない理由による離職 

③被災により就労困難等となった場合 

 

なお、被雇用者以外の個人事業主等や会社役員についても対象となる。自己の責めに帰する理由に

よる自己都合退職、定年退職等は対象外。 

 

（２）対象となる家計急変事由発生後の推計年収 

①対象要件 

家計急変事由により、生計維持者の収入が減少し、家計急変事由発生後の収入状況から算出した

推計年収が約３８０万円未満相当となった場合 

・通常の専攻科支援金を受給していない者（世帯年収が３８０万円以上程度の世帯）の推計年収

が約３８０万円未満相当となる場合 

・通常の専攻科支援金の区分２の金額を受給している者（世帯年収が２７０～３８０万円未満程

度の世帯）の推計年収が約２７０万円未満相当となる場合 

 

②推計年収の算定 

・初回審査時 

家計急変事由発生後の３か月の収入状況から所定の算定方法を用いて算出する。ただし、入学

前に家計急変事由が発生した場合など、家計急変事由が発生してから４か月以上経過している場

合は申請月※１の前３か月の収入状況で算出する。 

※１ すでに通常の専攻科支援金の受給権者で、月の初日より後に申請している場合は、その

翌月 

・収入状況確認時 

初回審査後の７月及び１月には収入状況確認を行う。７月、１月の前６か月の収入状況から所

定の算定方法を用いて算出する。ただし、前６か月に家計急変事由が発生した月が含まれる場合

は、家計急変事由が発生した月の翌月以降※２の収入状況で算出する。 

※２ 家計急変事由が発生した日が月の初日の場合は、当該月以降 

 



ただし、再就職するなどして推計年収が約２７０万円以上相当（区分２相当）又は約３８０万円

以上相当（支給対象外）に回復すると見込まれることとなった場合は、申請者は必ず届け出る（収

入回復届出）必要がある（回復している場合、家計急変支援の支給区分の変更又は終了となる）。

なお、推計年収が約２７０万円以上相当（区分２相当）に回復すると見込まれることとなった場合

は、収入回復届出のほか収入証明書類の提出が必要となる。推計年収が回復し、一度支給区分が区

分２相当になった後、同一の家計急変事由により再度収入が減少した場合であっても、支給区分の

変更（区分２相当から区分１相当）は行わない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

（３）家計急変支援の対象となる期間 

在学中だけでなく、入学前に発生した家計急変事由により収入が減少している状態が入学時まで

継続している場合（審査時の課税所得に家計急変事由による収入減少が反映されていない場合）も

対象となる。 

 

（４）専攻科支援金の額 

通常の専攻科支援金の額と同じ。 

※ 通常の専攻科支援金の区分２の金額を受給している場合は、区分１の金額との差額が支給され

る。 

 

（５）申請・届出 

家計急変事由が発生した場合、速やかに申請を行うことができる。 

 

３ その他 

上記のほか、具体的な家計急変事由や推計年収の算定方法、必要となる各種証明書類、その他認定

事務等に係る取扱いは、「高等学校等就学支援金事務処理要領第Ⅴ部（家計急変支援編）」を準用す

る。 

 


